
公    告

令和４年度緑川ダム管理所管内における災害時等応急対策工事に関する基本協定の締結

 次のとおり公告します。

 令和４年２月１０日

                              国土交通省九州地方整備局

                               緑川ダム管理所長 松岡 忠浩

１．基本協定の概要等

（１）基本協定の目的

令和４年度緑川ダム管理所管内における災害時等応急対策工事に関する基本協定（以下「本協

定」という。）は、緑川ダム管理所（以下「当管理所」という。）が管理する直轄区間において、

法面崩壊等の大規模な災害が発生若しくは災害の発生が予測された場合、緊急的に河川の巡視又

は応急対策工事を実施することを想定し、あらかじめ実施業者を定め、被害施設の早期発見、応

急復旧及び災害の拡大防止に資することを目的としたものである。

（２）協定対象区域及び協定対象企業数等

本協定の公募する協定対象区域及びその協定対象企業数は、下記のとおり予定している。

また「九州地方整備局防災業務計画」に基づき災害対策本部長又は災害等支援本部長（九州地

方整備局長）等から応援依頼があった場合は、当管理所の直轄管理区間以外（他の直轄事務所、

地方自治体等）において発生した災害等の応急対策を要請する場合がある。

協定対象区域 協定対象企業数

緑川ダム管理所管内

緑川 左右岸 38k900～49k700（L=10.8km） ５社程度

（３）協定期間  令和４年４月１日（予定） ～ 令和５年３月３１日

（４）協定を締結する企業の特定

  １）本協定を締結する企業は、本協定の締結を希望する企業より特定する。

   本協定の締結を希望する企業は、技術資料を提出するものとする。

２）提出する技術資料は、下記のとおりとする。

     ①災害を想定した簡易な施工体制

     ②資機材等の調達能力

     ③企業としての業務実績

     ④災害協定等の実績

３）提出された技術資料を基に総合的な評価によって協定対象企業を特定する。

   ただし、「２．参加資格要件」に該当しない者については特定しない。

（５）本協定締結後の業務等の請負契約

  １）本協定締結後に災害が発生した場合等にあって、当管理所が工事等の実施が必要と判断した

場合は、当管理所は協定を締結した企業（以下「協定企業」という。）に対して、必要となる

工事等の実施の要請を行うものとし、あわせて両者は工事等の請負契約を速やかに締結するも

のとする。なお、要請及び契約締結を行う企業については、当管理所において決定するものと

する。



  ２）本協定を締結した場合でも災害等の発生がなかった場合は、工事は行わない。

２．参加資格要件

（１）予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)(以下「予決令」という。) 第７０条及び第７

１ 条の規定に該当しない者であること。

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者

については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格

の再認定を受けていること。

    また、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき

再生手続開始の申立てがなされている者（上記の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（３）技術資料の提出期間中において、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措

置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１号）に基づく指名停止を受けていないこ

と。

（４）警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配又はこれに準ずるものとして排除要請があり、当

該状態が継続している者でないこと。

（５）緊急事態発生に伴う協力要請があった場合、当管理所へ配置予定技術者が緊急に参集できる体

制を確保できること。

（６）九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和３・４年度一般土木工事又は維持修繕工

事に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を令和４年４月１日時点において受けていること。 

 なお、認定されていない者のした申請は、競争に参加する資格を有しない者のした申請として、

当該申請を無効とする。

（７）建設業法に基づく主たる営業所（一般競争（指名競争）参加資格申請書に記載された本店の住

所による。）が緑川流域管内にあること。なお、緑川流域管内とは下記のとおりとする。

 該当本店所在地

対象区間名 本 店 の 所 在 地

緑川流域管内

緑川流域管内（熊本市[旧植木町を除く]、宇城市、宇土市、八代

市[旧泉村]、上益城郡[御船町、嘉島町、甲佐町、山都町、益城町]、

下益城郡[美里町]、菊池郡[菊陽町、大津町]、阿蘇郡[西原村]）

３．本基本協定に関する手続等

（１）担当部局

   〒８６１－４７０３ 熊本県下益城郡美里町畝野３４５６

   国土交通省九州地方整備局 緑川ダム管理所 担当 ： 管理係

   電話 ０９６４－４８－０２１６

（２）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法

  ① 交付期間： 令和４年２月１０日（木）から令和４年２月２５日（金）までの土曜日、



          日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。

  ② 交付場所：熊本県下益城郡美里町畝野３４５６

         国土交通省 九州地方整備局 緑川ダム管理所 管理係

  ③ 交付方法： 手渡しにより、交付する。技術資料の様式を電子データにて取得したい者は、

          記録媒体（ＣＤ－Ｒ）を持参すること。

（３）協定締結参加資格確認申請書及び技術資料等の提出期間、場所及び方法

  ① 提出期間： 令和４年２月１０日（木）から令和４年２月２５日（金）までの土曜日、

          日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで

  ② 提出場所： 上記３ （２） ②に同じ。

  ③ 提出方法： 持参又は郵送等により提出する。

    郵送は書留郵便に限る。宅送は書留郵便と同等のものに限る。

    提出期間内に必着。

４ その他

（１） 技術資料の作成要領の詳細については、「技術資料等説明書」による。


